
 

 

 

農林水産物加工機械等導入支援事業補助金交付要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、薩摩川内市補助金等交付規則（平成１６年薩摩川内市規則

第６７号。以下「規則」という。）第４条の規定に基づき、及び薩摩川内市補

助金等基本条例（平成１８年薩摩川内市条例第４０号。以下「基本条例」とい

う。）を実施するため、薩摩川内市農林水産部関係補助金等交付要綱（平成 

１９年薩摩川内市告示第１００号）第２条の表に掲げる農林水産物加工機械等

導入支援事業補助金（以下「補助金」という。）に関し必要な事項を定めるも

のとする。 

 （定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定める

ところによる。 

⑴ 農林漁業者 次のいずれかに該当する者をいう。 

 ア  市内に住所を有し、かつ、現に市内で農業、林業又は漁業を営む個人

（規則第５条の規定による交付申請書の提出日（以下単に「提出日」とい

う。）の属する年の前年における農業、林業又は漁業に係る収入（その者

が農業、林業又は漁業に必要な作業に従事することによって得られた収入

を含む。）の額がおおむね５０万円以上である者に限る。） 

 イ  市内に主たる事業所を有する農地所有適格法人又は農事組合法人 

ウ イに掲げる者以外の法人であって、次のいずれかに該当するもの 

  (ア) その構成員又は出資者のうちにア若しくはイに掲げる者に該当する者

又は北さつま農業協同組合、北薩森林組合若しくは川内市漁業協同組合、

甑島漁業協同組合若しくは川内市内水面漁業協同組合（以下この号にお

いて「市民等」という。）の占める割合又は市民等の出資比率が２分の

１を超える法人 

  (イ) 市内に主たる事業所を有する法人であって、現に市内で農業、林業又

は漁業を営み、かつ、北さつま農業協同組合、北薩森林組合又は川内市

漁業協同組合、甑島漁業協同組合若しくは川内市内水面漁業協同組合の

正組合員であるもの 

(ウ) 市内にその事業所を有する法人であって、当該事業所の主たる業務が

農業、林業又は漁業であり、かつ、当該事業所において現に３名以上の

者（市内に住所を有し、かつ、雇用保険の被保険者である者に限る。）

を雇用しているもの 

⑵ 機械等 機械、装置又は器具をいう。ただし、車両を除く。 

⑶ 促進条例 薩摩川内市農林漁業の六次産業化の促進に関する条例（平成 

２５年薩摩川内市条例第４６号）をいう。 

（補助事業者等の要件） 



 

第３条 補助金に係る補助事業者等は、次に掲げる要件の全てを満たさなければ

ならない。 

⑴ 次のいずれかに該当する農林漁業者であること。 

ア 促進条例第４条第２項の規定による六次産業化実施計画の承認を受けた

ことがない者 

イ 促進条例第４条第２項の規定による六次産業化実施計画の承認を受けた

ことがあり、かつ、提出日が当該承認に係る六次産業化実施計画（促進条

例第５条第１項の変更の承認があったときは、その変更後のもの。以下同

じ。）における農林漁業の六次産業化の実施期間の終了する日の翌日から

起算して１年を経過する日以後である者。ただし、同条第２項の規定によ

る承認の取消しを受けたことがある者を除く。 

⑵ 過去に補助金の交付を受けたことがないこと。 

⑶ 市税の滞納がないこと。 

（補助事業等の要件） 

第４条 補助金に係る補助事業等は、次に掲げる要件の全てを満たさなければな

らない。 

 ⑴  補助事業者等が自らの生産に係る農林水産物（市内で生産されたもの（水 

産物にあっては、市内の港に水揚げされたものを含む。）に限る。以下同じ。） 

の加工（一次加工を含む。）の用に供する機械等（補助事業者等が前条第１

号イに掲げる者に該当する場合にあっては、当該六次産業化実施計画に記載

された機械等と同種又は類似の機械等を除く。）を新たに導入する事業（自

らの生産に係る農林水産物を原材料とする新商品の開発又は生産を目的とす

るものに限る。）であること。 

⑵ 補助金以外の交付金等（国、県、市その他の公的機関が交付する交付金、

助成金その他相当の反対給付を受けない給付金をいう。）の交付を受けてい

ない事業であること。 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

前条各号に掲げる要件を満たす補助事業等の実施に要する経費のうち、一の機

械等の購入に要するものとする。 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の額に２分の１を乗じて得た額（その額に

１，０００円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）とする。た

だし、１００万円を限度とする。 

（補助金の交付の申請） 

第７条 補助金の交付の申請に係る規則第５条の市長が別に指定する日は、当該

補助事業等を開始しようとする日の１箇月前の日とする。 

２ 補助金の交付の申請に係る規則第５条第３号の市長が必要と認める書類は、

次に掲げるものとする。 



 

 ⑴   市税の滞納がないことを証明する書類 

 ⑵  前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （補助金の交付の決定） 

第８条 補助金に係る規則第６条の規定による交付の決定は、次の各号のいずれ

かに該当する場合には、これを行わない。 

⑴ 当該交付申請書を提出した補助事業者等（以下この条において「申請者」

という。）が第３条各号に掲げる要件を満たさない場合 

⑵ 当該補助事業等が第４条各号に掲げる要件を満たさない場合 

⑶ 前２号に掲げる場合のほか、当該申請者に補助金を交付することが適当で

ないと認められる場合 

 （実績報告） 

第９条 補助金の実績報告に係る規則第１５条第３号の市長が必要と認める書類

は、次に掲げるものとする。 

⑴ 当該補助事業等の効果について当該補助事業者等が自ら行った評価に関す

る書類 

⑵ 当該補助事業等に係る写真 

⑶ 当該補助事業等に係る領収書又は請求書の写し 

⑷ 前３号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 

 （効果の測定） 

第１０条 補助金に係る基本条例第４条第２項第１号の効果は、補助金に係る補

助事業者等の数によって測定するものとする。 

 （補助事業者等の責務） 

第１１条 補助金の交付を受けた補助事業者等は、本市の農林水産業政策の円滑

な実施に積極的に協力するよう努めるものとする。 

（その他） 

第１２条 この要領に定めるもののほか、補助金に関し必要な事項は、農林水産

部長が別に定める。 

附 則 

１ この要領は、平成３１年４月１日から施行する。 

２ 補助金に係る基本条例第４条第１項の規定による見直しについては、平成 

３３年度において検討を行い、その結果に基づいて、平成３４年度において所

要の措置を講ずるものとする。 


